
33JAN
2023

みんなの図書館

著作権法第31条はどう改正されたか?

はじめに

　著作権法第 31条といえば、①図書館のコピーサー

ビス（第 1項第 1号）をはじめ、②図書館における保

存のための複製（マイクロ化・デジタル化・補修など）

（同項第 2号）、③新刊市場において入手困難な資料（絶

版等資料）について、他館からの申込みを受けて行う

複製物の作製（同項第 3号）、④国立国会図書館（以下

「NDL」）における資料保存及び後述⑤のために行うデ

ジタル化（同条第 2項）、そして、⑤NDLの図書館送

信サービス（同条第 3項）といったことを、著作権者

の許諾なしに行えるようにするための規定です
1）
。この

うち、特に①は、日常の図書館サービスにとって欠か

せない規定で、とても重要なものといえます。

　2021年 6月 2日、そのとても重要な規定である著

作権法第 31条が大きく改正されました。①・③の一

部が改められたほか、新たに、a.「個人送信サービス」

（後述）のための規定（同条第 8項
2）
）と b.「図書館公衆

送信サービス」（後述）のための規定（同条第 2項）が

設けられました。施行日は、③と a.が 2022年 5月 1

日から、①と b.が「公布の日から起算して 2年を超

えない範囲内において政令で定める日」とされ、本稿

執筆時点（2022年 11月）では未施行です（4.⑤参照）。

　筆者は本誌 2021年 3月号において、著作権法第

31条の改正の動きについて紹介した記事（以下「3月

号の記事」）を執筆したことがあります
3）
。その時点では、

文化庁内の小委員会での、この改正の元となる検討の

結果を「図書館関係の権利制限規定の見直し（デジタ

ル・ネットワーク対応）に関する報告書
4）
」（以下「図書
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館権利制限見直し報告書」）として取りまとめられたところでした。

　本稿では、この 3月号の記事のいわば続編として、この改正法が結局どのよう

に定められたのか、そして、この改正法を踏まえた運用がどのようなものになるの

かについて、本稿執筆時点の公開情報により判明できた範囲で解説します
5）
。

1.個人送信サービスが開始

1.1.概　要
　「個人送信サービス」とは、NDL「のデジタル化資料のうち、絶版等の理由で入

手が困難なもの……を、インターネットを通じてご自身の端末（パソコン、タブ

レット）等でご覧いただける……サービス
6）
」をいいます。このサービスに適用でき

る権利制限規定は、前述のとおり著作権法第 31条第 8項ですが、2021年 10月に

発足した「国立国会図書館による入手困難資料の個人送信に関する関係者協議会」

により同年 12月に取りまとめられた合意文書
7）
により、その細部事項が定められて

います。なお同項などの「個人送信サービス」に関係する規定は、2022年 5月 1

日に施行されました
8）
。NDLは、この施行を受け、同月 19日から、この「個人送

信サービス」を開始しました
9）
。

1.2.送信対象資料は図書館送信サービスと同一
　その内容は、3月号の記事でも述べたとおりとなっています。すなわち「送信対

象資料の範囲はほぼ現行〔注：図書館送信サービス〕どおりであり、しかも補償金は

課されませんから、現在の図書館送信サービスに、IDパスワード認証による個人

向け送信が加わっただけ」です
10）
。条文上は、送信対象資料の範囲は、個人送信サー

ビスの方が図書館送信サービスよりも狭くなっています。つまり、図書館送信サー

ビスの場合は「絶版等資料」であり、個人送信サービスは、「絶版等資料」のうち

「著作権者等の申出を受けて、3か月以内に入手困難な状態が解消する蓋然性が高

いと当館が認めたものを除
11）
」いた「特定絶版等資料」に限定されています。ただ、

図書館送信サービスで送信対象から除外する基準において、「おおむね 3か月を目

安として流通予定であることを公開情報により確認した場合」も、市場により流通

している場合に含まれることとしています
12）
から、結局両者の範囲は同一、というこ



35JAN
2023

みんなの図書館

著作権法第31条はどう改正されたか?

とになります。現に、NDLによる公開範囲のカテゴリにおいても、「図書館・個

人送信資料」と、同一に扱われています
13）
。

1.3. 2023 年 1月からはプリントアウトも可能に
　また、3月号の記事では、「技術的問題が解決されない限り、当面はストリーミ

ング送信で運用されるのではないかと思います」と書いています
14）
が、こちらについ

ては、2023年 1月から、プリントアウトができる予定とされています
15）
。

1.4.施設単位での登録は不可
　ただ、3月号の記事で、「気になるのは、公の伝達権の制限を追加することとし

たことです」という書き出しで、あたかも、図書館単位でNDLの利用者登録がで

きるかのような紹介をしてしまった
16）
のですが、登録対象は個人のみとされています。

NDLの利用者登録には、複写サービスや図書館館貸出のための機関登録という登

録形態があり
17）
、著作権法第 31条第 8項の条文上も機関登録を許容する文言になっ

ていますので、個人送信サービスの場合も同じように図書館単位で登録できるのか

と思っていました。しかし、登録できるのは個人だけであり、「施設は送信先とは

なりません」との見解が示されています
18）
。このため、図書館送信サービスの参加館

ではない図書館が、この個人送信サービスの枠組みを使ってサービスを受けること

はできない、ということになります。

1.5.ディスプレイを通して映し出すこともできます
　それでは、この公の伝達権の制限はどういう意味を持つのでしょうか。それは、

利用者登録を受けた個人が、その送信を受けた端末を通じて、「公の伝達」（不特定

の人又は特定多数の人に対して、送信を受けた著作物を見せ、又は聞かせること）が可能で

ある、ということです。ただ、この「公の伝達」は、営利を目的とせず、料金を徴

収せずに行わなければなりません。さらに、100インチを超える大きさのディスプ

レイに投影して行おうとする場合は、①公共の用に供される施設であること、②

国、地方公共団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人その他営利を目的としな

い法人が設置する施設であること、③自動公衆送信された著作物の公の伝達を適正

に行うために必要な法に関する知識を有する職員がその施設に配置されていること、
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の 3つの要件を満たす施設で行わなければなりません。この 3つの要件について、

NDLでは、「公共のもので、かつ司書・司書補など、著作権法全般の知識を有す

る職員が常駐すること」と整理しています
19）
。そうしますと、おそらく大抵の公共図

書館は該当するのではないかと、個人的には思います。仮にそうだとしますと、例

えばこのNDLの登録利用者が、どこかの市立図書館のホールを借りて、そこの大

画面のディスプレイに個人送信サービスの対象資料を映し出して、観衆に見せる、

ということが可能となります。もちろんNDLの登録利用者がその市立図書館の職

員であったとしてもこの要件は満たされますので、この職員がその市立図書館のイ

ベントの際に個人送信サービスの対象資料を映し出すことも可能となります。また、

画面の大きさが 100インチを超えなければ施設の制約がなくなりますので、図書

館送信サービスの参加館でない図書館（学校図書館なども含みます）において、NDL

の登録利用者である職員が、利用者に対して個人送信サービスの対象資料の閲覧を

提供したり、画面の大きさが 100インチ以下の外付けモニターなどにつないで画

面を見せる、ということも可能となります。プリントアウトこそできません
20）
が、図

書館送信サービスの参加館でない図書館でも、個人送信サービスを用いていろんな

サービスを実施できるのではないかと思います。

2.図書館送信サービスに関する規定も一部改善

　今回の法改正では、図書館送信サービスに関する規定も一部改正されました。改正

前は、プリントアウトの範囲が著作権法第 31条第 1項第 1号の規定（複写サービス）

と同じように定められていましたが、「利用者が自ら利用するために必要と認められ

る限度において」プリントアウトできるように改められました（同条第 7項第 1号）。

このことは、従来は複写サービスの場合と同じような、プリントアウトの目的・範囲

の確認作業が不要になることを意味します。したがいまして、図書館送信サービスの

参加館におけるプリントアウト業務の簡素化につながるのではないかと思います。

　3.複写サービスはどうなるか

　3月号の記事は触れていませんが、この改正法では、著作権法第 31条第 1項第
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1号も改正されました（本稿執筆時点では未施行、4.⑤参照）。「公表された著作物の一

部分」の後に、「（発行後相当期間が経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物

にあつては、その一部）」とあるのを、「（国若しくは地方公共団体の機関、独立行

政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著

作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著

作物（次項及び次条第二項において「国等の周知目的資料」という。）その他の著

作物の全部の複製物の提供が著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な

事情があるものとして政令で定めるものにあつては、その全部）」と改められたの

です。つまり、現在法律上認められている、「発行後相当期間を経過した定期刊行

物に掲載された個々の著作物」が改正後の施行日（4.⑤参照）以後に、全部コピー

できるかどうか分からなくなったのです。このような改正をした理由について、文

化庁は、「同項第 2項の規定ぶりと平仄を合わせ」たため、と説明しています
21）
。

　それでは「同項第 2項」（図書館に送信するサービスの規定。4.を参照）はどうして

このような規定になったのでしょうか。文化庁は、「発行後相当期間を経過した定

期刊行物」であっても、電子的な流通経路が出現しつつあるので、全部送信を一律

に認めるのは合理的でないから、政令事項とした、と説明しています。また、それ

以外にも、例えば「国等の周知資料」のように、全部送信を認めてもよい著作物が

出てくると思われるため、政令で弾力的に定めるのがよい、というのです
22）
。

　さらに、「新法第 31条第 1項第 1号に基づく複製物の提供の場合と、新法第 31

条第 2項に基づく公衆送信の場合とでは、著作権者の利益に与える影響等が異な

り、「全部」の利用が可能な著作物の範囲に違いを設けることも想定されることか

ら、その範囲は別々に政令で定める
23）
」こととされています。

　そういうわけで、場合によっては、「発行後相当期間を経過した定期刊行物」に

ついても、一部分しか複写できなくなるという事態も考えられる、という状況にな

りました。このため、この政令がどのように定められるかについて、筆者は固唾を

飲んで見守っていました。

　そうしたところ、2022年 10月 7日、文化庁著作権課は、政令案についての意

見募集を開始し、その中で、改正政令案の概要を公表しました
24）
。この政令案の概要

は、先の説明資料の内容に反し、複写サービスと公衆送信サービスとも、

　①国等の周知目的資料
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　②図書館資料を用いた著作物の複製に当たって、その対象とする著作物に付随

して複製される美術、図形及び写真の著作物（表示の精度その他の要素に照ら

し軽微な構成部分となるものに限る）

　③発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物

の 3つが定められていました。このうち①については法律で例示されていたもの、

②③については、この政令案の公表に先立って関係当事者間で合意があったもの
25）
を

ベースとしたものです。ちなみにこの合意では、次の 3つとされました。

　a.発行後相当期間経過後の定期刊行物に掲載された著作物

　b.複製等の範囲内に存する写真（美術の著作物等の複製を含む）、図版等の著作

物であって、公衆送信のための複製時における解像度の設定等に照らし、調査

研究の目的を逸脱しないと認められるもの

　c.複製等の範囲内に存する、分量が極めて少ない著作物

　③は、a.をそのまま当てはめたものです。すなわち、文化庁の説明資料では「合

理性がない」とされていたものが、関係当事者間の協議により。引き続き全部の利

用が認められたということです。筆者はホッとしました。ただ、現在、次号が発行

され又は発行から 3か月経過することとされている「発行後相当期間」の解釈が、

今後も維持される保証はありません。また、この解釈が複写と公衆送信とで異なる

ことになれば、例えば郵送複写の申込をしていた人が、やっぱり早くほしいから公

衆送信に切り替えた際、面倒なことになります。このため、この解釈を巡る関係当

事者間の協議の行方を注視する必要がありそうです。

　①は、著作権法第 31条第 1項第 1号にも第 2項にも「例示として」定められて

いるものですが、関係当事者間の合意には含まれていません。なぜ合意に含まれな

いのかはわかりませんが。おそらく例示されている以上、合意がなくても含める意

図だったのではないかと思われます。ちなみに、この「国等の周知資料」の全部複

写を可能とすることについては、既に 2005年 4月 28日の文化審議会著作権分科

会法制問題小委員会で図書館側が要望していたもので
26）
、この要望が 16年の歳月を

経てようやく認められた、ということになります。

　残る②ですが、これは b.と c.を反映したものなのでしょうか。②の方が狭いこ

とは明白ですから、関係当事者間で合意があったものを文化庁著作権課が狭めたと

いうことなのでしょうか。筆者には分かりません。ちなみに筆者は、関係当事者間
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で合意があったものについては政令に含めるよう、意見を提出しました。この意見

募集の結果は、通常は募集締切日から約 1か月後に公表されるようですので、本

誌が発行される頃には既に公表されているはずです。この結果についても注視する

必要がありそうです。

4.図書館公衆送信サービスはどうなったか

　「図書館公衆送信サービス」とは、「図書館等が図書館資料に係る著作物の一部分

のコピーを調査研究目的で利用者に FAXやメール等で送信すること」をいいます
27）
。

　3月号の記事において、筆者は、個人送信サービスとは異なり、補償金制度の設

計、出版市場への影響を抑えるための複写サービスよりも厳しい条件設定、データ

流出防止措置への対応の必要性といった「運用にかなりの負担を生じさせかねない

制度設計」となっていることから、図書館公衆送信サービスの運用は「かなり難航

する」のではないかと予想しました。その上で、「この運用については、文化庁が

中立的第三者を加えた協議体で検討することとされていますので、前述した運用面

での課題をクリアするようなガイドラインが策定され、円滑に運用されることを期

待したい」と書いています
28）
。

　さて、それではこのガイドラインですが、残念ながら、本稿執筆時点では確定し

ていません。この関係当事者の協議体である「図書館等公衆送信サービスに関する

関係者協議会」（以下「関係者協議会」）が 2022年 9月 30日に行った検討の進捗状

況についての説明会（以下「進捗説明会」）での質疑応答の概要（以下「質疑応答概要
29）
」）

によれば、「11月以降に詳細が詰められていくかと考えてい」るとする一方、確定

時期は「今年度中を考えてい」るとも回答されています
30）
。また、進捗説明会の説明

資料（以下「説明資料」）では 2023年 1月までに策定するような図が掲載されてい

ます
31）
。

　なお、3月号の記事にも書いたとおり、図書館権利制限見直し報告書では、「文

化庁の関与の下、幅広い関係者（図書館関係団体、利用者、出版社・権利者、流通

業者など）及び中立的な第三者を交えて、ただし書に関する具体的な解釈・運用を

示すガイドラインを作成する必要がある」とされ、関係者協議会には、「幅広い関

係者及び中立的な第三者」を交えることとされていました
32）
が、残念ながら、図書館
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団体等（9団体）と権利者・出版社等（19団体）のみで構成されており
33）
、ガイドラ

インの検討において、中立的な第三者の視点を反映する機会は（少なくとも外見的に

は）設けられなかったということになりそうです。

　ただ、説明会などによって方向性が示されているものもありますので、判明して

いる範囲で解説することとします。

①事務処理の流れについて

　複雑な制度設計となっていますので、どのような事務処理になるかと思っていま

したら、説明会資料に次の図が示されていました
34）
。

　この図を見てみますと、「※手順は適宜組替可」とあるものの、最初に送信の可

否や補償金の要否を判断し、利用者に複製箇所と料金の通知を行い、入金を確認し

た後、作業に入るという想定のようです。この作業のための負担を軽減化するため

には、統一的な事務処理システムの構築が望まれるとして、全国公共図書館協議会

（出典）図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会「早わかり図書館等公衆送信サービス」
図書館に向けた図書館等公衆送信サービス説明会，2022.9.3，p.7　日本図書館協会ウェ
ブサイト〈http://www.jla.or.jp/Portals/0/data/iinkai/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%
A8%A9%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A/20220930_toshokankoshusoshin.pdf〉

《図》書館公衆送信サービスの事務処理の流れ
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が文部科学省に対し、支援の要望を行っています
35）
。この要望については、文部科学

省が「今年度は事務処理軽減に関するシステムづくりに資するための調査研究をす

るということで、現在公募が始まったと聞いている」と「質疑応答要領」で回答さ

れています
36）
。当面は各館で個別対応が必要ということになりそうです。

　なお、この図では、図書館から指定管理団体（一般社団法人図書館等公衆送信補償金

管理協会
37）
）に対し、「実績報告」とともに「送信ファイル」を送付しなければならな

いことになっています。この報告とファイルの送付については、「当面の間は全数

報告で原則、図書館の判断において不要と判断して入金しないものも含めて、当面

状況を見ていくことになるのではと出版社側は考えてい」る
38）
とのことです。すなわ

ち、著作権の保護期間が満了した著作物を送信したとしてもその送信したファイル

を送る必要がある、という考えのようです。

②補償金額の算定方式について

　補償金額の算定方式について、説明会資料では、著作物の種類（新聞、雑誌その他

の定期刊行物、本体価格が明示されている図書、その他）別にそれぞれ算定式を設定す

ることと、①ページ単価を基に算定する方式と、②本体価格とページ数を基に算定

する方式とが示されています
39）
。また、質疑応答では、更に具体的に、雑誌・新聞が

①方式を、書籍は②方式を採用する方向であることが示されています
40）
。肝心なのは、

この「ページ単価」や、「本体価格とページ数」に掛け合わせる「係数」なのです

が、こちらについては残念ながら、現時点では不明です。

③データの不正拡散を防止し、又は抑止するための手段

　こちらについては、a）不正拡散の防止について定めた利用規約への同意を利用

者に求めること、b）利用規約違反などの不適切な利用が判明した場合に利用停止

などの措置を講ずること、c-1）全ページのヘッダー部分への利用者 ID（貸出カー

ドの番号等）の挿入、c-2）全ページのフッター部分へのデータ作成館名及びデー

タ作成日の挿入が挙げられています
41）
。c-1）と c-2）の挿入は、「現在流通している

PDF作成ソフトなどを利用することを想定している」とのことです。そして、権

利者側からは、暗号化や電子透かしなどの「より高度な防止措置」を望む声がある

ものの、現段階では図書館側の負担を考えて、具体的な措置から外しているとのこ
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とです。ただ、今後の技術の進展によっては、追加することを検討するのだそうで

す
42）
。ヘッダーに利用者 IDを、フッターに図書館名と作成日を挿入すればよいので

したら、技術的にはそれほど困難ではなさそうですね。

④「一部分」「発行後相当期間」などの解釈、全部送信可能な著作物の範囲、送信

対象から除外する著作物の範囲

　これらについては、関係者協議会により策定されるガイドラインにより決定され

ることになります。全部送信可能な著作物の範囲については、3で説明した政令に

より定められますので、そちらを御参照いただければと存じます。

　ただ、「一部分」や「発行後相当期間」といった文言の解釈については、複写

サービスよりも狭くなることが予想されますので、今後の検討状況を注視し続ける

必要がありそうです。

⑤改正法のうち図書館公衆送信サービスに係る規定の施行日

　改正法では、「公布の日から起算して 2年を超えない範囲内において政令で定め

る日」から施行することとされています（附則第 1条第 4号）。このため、現時点で

はこの規定がいつから有効になるのかは不明です。

　ただ、3で紹介した政令案において、「施行期日（予定）」が「令和 5年 6月 1

日」とされていましたので、この日と同じ日に施行されることになるのではないか

と思います。

　なお、この施行日は、図書館公衆送信サービスだけではなく、複写サービスに係

る改正条項の施行日でもありますので、3で紹介した、国等の周知資料の全部複写

が可能となるのも、この日からということになります。

　おわりに

　本稿では、3月号の記事以後に判明した情報を基に、2021年改正著作権法によ

る個人送信サービスと図書館公衆送信サービスを中心に、特に知っておいた方が良

いと思われる情報を中心に紹介をしました。「一部分」「発行後相当期間」の範囲、
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具体的な補償金額など、不明な点が多く恐縮ですが、今後の図書館実務のご参考に

していただければうれしいです。

　　1）これらの規定は、図書館公衆送信サービスに係る規定の施行に伴い、前述④の規定が
第 6項に、前述⑤の規定が第 7項に、それぞれ移ることになっています。

　　2）図書館公衆送信サービスに係る規定の施行日までは、第 4項です。
　　3）南亮一「最近の図書館に関する著作権法改正の動向について──図書館WTでの検

討を中心に」『みんなの図書館』527号，2021.3，pp.17-25
　　4）文化審議会著作権分科会「図書館関係の権利制限規定の見直し（デジタル・ネット

ワーク対応）に関する報告書」2021.2.3，p.17　文化庁ウェブサイト〈https://www.
bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/pdf/92818201_03.pdf〉

　　5）私の肩書が本誌 2021年 3月号のものと異なっていることにお気付きの方もいらっ
しゃるかと思います。これは、本稿が私の勤務先とは全く関係がないことを端的に示
すために敢えてこのような肩書にしたものです。いくら「本項の内容は私の個人的見
解を示すもので、私の勤務先、所属団体その他私以外の者の意見や見解を示すもので
はありません」と断り書きを入れたとしても、いやそんなことはない、きっと私の勤
務先や所属団体は同じ見解を持っているに違いないと誤解する人がいるかもしれない
ため、そういう誤解を招かないよう、敢えて、現在在籍している大学院生としての肩
書を付けることにしました。

　　6）「個人向けデジタル化資料送信サービス」国立国会図書館ウェブサイト〈https://
www.ndl.go.jp/jp/use/digital_transmission/individuals_index.html〉

　　7）「国立国会図書館のデジタル化資料の個人送信に関する合意文書」（令和 3年 12月
3日国図電 2111252号）国立国会図書館ウェブサイト〈https://www.ndl.go.jp/jp/
preservation/digitization/kojinsoshin_agreement.pdf〉

　　8）著作権法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令（令和 4年政令第 184
号）

　　9）国立国会図書館「「個人向けデジタル化資料送信サービス」の開始について」（報道発
表資料）2022.5.19　国立国会図書館ウェブサイト〈https://www.ndl.go.jp/jp/news/
fy2022/__icsFiles/afieldfile/2022/05/16/pr220519_01.pdf〉

　　10）前掲注 3）p.19
　　11）「利用できる資料」個人向けデジタル化資料送信サービス，国立国会図書館ウェブサイ

ト〈https://www.ndl.go.jp/jp/use/digital_transmission/individuals_index.html#contents〉
　　12）「図書館向けデジタル化資料送信サービス（図書館送信）に係る除外手続」国立国会

図書館ウェブサイト〈https://www.ndl.go.jp/jp/preservation/digitization/distribution.
html〉

　　13）「公開範囲について」国立国会図書館デジタルコレクションウェブサイト〈https://
dl.ndl.go.jp/ja/intro.html#idx2-1-1〉

　　14）前掲注 3），p.19
　　15）「国立国会図書館　個人向けデジタル化資料送信サービス」国立国会図書館ウェブサ

イト〈https://ndl.go.jp/jp/use/digital_transmission/pdf/individuals_flyer202208.pdf〉
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　　16）前掲注 3），pp.19-20
　　17）国立国会図書館資料利用規則（令和 4年国立国会図書館規則第 1号）第 14条
　　18）「よくあるご質問：個人向けデジタル化資料送信サービスについて」国立国会図書館

ウェブサイト〈https://ndl.go.jp/jp/help/service_digi_individuals.html#anchor19〉
　　19）同上
　　20）令和 5年 1月から個人送信サービスでプリントアウトができるようになりますが、

「自ら利用するために必要と認められる限度」でしか行うことができません（著作権
法第 31条第 5項、図書館公衆送信サービスに係る規定の施行日以後は同条第 9項）。

　　21）「著作権法の一部を改正する法律（令和 3年改正）について」p.25　文化庁ウェ
ブ サ イ ト〈https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/r03_hokaisei/
pdf/93627801_01.pdf〉

　　22）同上，p.24
　　23）同上，p.25
　　24）「「著作権法施行令の一部を改正する政令（案）」及び「著作権法施行規則の一部

を 改正する省令（案）」の概要について」2022.10.7　e-GOV パブリック・コメン
トウェブサイト〈https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seq
No=0000242088〉

　　25）図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会「早わかり図書館等公衆送信サー
ビス」図書館に向けた図書館等公衆送信サービス説明会，2022.9.3，p.16　日本図
書館協会ウェブサイト〈http://www.jla.or.jp/Portals/0/data/iinkai/%E8%91%97%E
4%BD%9C%E6%A8%A9%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A/20220930_
toshokankoshusoshin.pdf〉

　　26）常世田良「図書館の権利制限について」文化審議会著作権分科会法制問題小委員会
（第 3回）配付資料 1-1，2005.4.28　文部科学省ウェブサイト〈https://www.mext.
go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/013/05050301/001.htm〉

　　27）前掲注 4），pp.15-16
　　28）前掲注 3），pp.20-21
　　29）「図書館に向けた図書館等公衆送信サービス説明会（1回目）　質疑応答概要」日

本図書館協会ウェブサイト〈http://www.jla.or.jp/Portals/0/data/iinkai/%E8%91
%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A/
kosyusoshin_setumeikai_shitsugi01.pdf〉

　　30）同上，p.4
　　31）前掲注 25），p.20
　　32）前掲注 4），p.17
　　33）前掲注 25），p.19
　　34）同上，p.7
　　35）全国公共図書館協議会「図書館資料の公衆送信サービス実施に係る諸施策について

（要望）」（令和 4年 6月 22日 4全公図第 13号）全国公共図書館協議会 2022年度総
会報告事項 2，2022.6.22　東京都立図書館ウェブサイト〈https://www.library.metro.
tokyo.lg.jp/uploads/R4soukai_houkoku2.pdf〉

　　36）前掲注 29），p.3
　　37）図書館公衆送信サービスの補償金額の決定、徴収、分配などを行うことを目的と
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して、2022年 9月 5日に設立され、翌 6日に登記申請が済み、同年 10月 1日に認
可されました。指定団体の指定は、同年 11月 7日に行われました。日本書籍出版
協会、日本雑誌協会、日本文藝家協会、学術著作権協会など 14団体が加盟してい
ます。設立時の代表理事は、上野達弘早稲田大学大学院教授です。当面はミニマム
の運用として出版者著作権管理機構（JCOPY）内に事務所が設置されるとのことで
す。「改正著作権法第 104条の 10の 2第 1項の図書館等公衆送信補償金を受ける権
利を行使する団体の指定について」文化庁ウェブサイト〈https://www.bunka.go.jp/
seisaku/chosakuken/93789301.html〉；「図書館公衆送信サービスの補償金管理協会、
設立」2022.9.26　新文化オンラインウェブサイト〈https://www.shinbunka.co.jp/
news2022/09/220926-01.htm〉；筑紫和男「図書館等公衆送信補償金制度の動向」
『自然科学書協会　会報』101号，2022.10.12，p.13　自然科学書協会ウェブサイト
〈https://www.nspa.or.jp/wp-content/uploads/2022/01/kaiho2022-No.4.pdf〉

　　38）前掲注 29），p.1
　　39）前掲注 25），p.18
　　40）前掲注 29），p.1
　　41）前掲注 25），pp.11-13
　　42）前掲注 29），p.3




